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この「難病患者さんのための医療・福祉制度のしおり」では、難病療養中の患者さんからよく

いただく疑問・ご意見をもとに、指定難病に関係する制度やサービス等を紹介しております。 

なお、掲載しております情報は、令和８年１月現在のものとなります。（ただし現在日の記載

があるものはその日） 

患者さん・ご家族の療養生活の一助となれば幸いです。 

                     

千葉県印旛保健所（印旛健康福祉センター） 

                    地域保健課 難病担当 

                    ０４３－４８３－１１３５（直通） 

                         〒２８５－８５２０ 佐倉市鏑木仲田町８－１ 
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１．特定医療費（指定難病）受給者証の使い方をおさらいしたい！ 

★どのような医療に対して助成を受けられるの？ 

①対象医療の範囲 ：受給者証に記載された病気に関する医療 

②医療の給付の内容：入院、外来、院外薬局、（医療保険を使用した）訪問看護 

③介護の給付の内容：（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、 

（介護予防）居宅療養管理指導、介護療養施設サービス 

④助成対象とならない費用の例 

・特定医療費受給者証に記載された病名以外

の病気やけがによる医療費 

・医療保険が適用されない医療費（保険診療

外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料など） 

・入院時の標準的な食事療養及び生活療養に

かかる負担 

・介護保険での訪問介護（ホームヘルパー）

の費用など（上記③以外） 

・医療機関や施設までの交通費、移送費 

・補装具の作成費用 

・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用      

・認定申請時に提出した診断書の作成費用 

 

 

 

 

 

 

★難病の医療費をどれだけ助成してくれるの？ 

①認定されると、医療費の自己負担額が３割の方は２割負担となります（２割、１割の方はそのまま）。 

※介護保険の場合も 3 割負担の方は 2 割負担となります（２割、１割の方はそのまま）。 

②自己負担の上限額は、市町村民税や収入・所得金額を基に、患者ごとに決定され、「受給者証」

に記載されます。（上限額の一覧は次ページのとおり） 

③自己負担上限額（月額）は、受診医療機関が複数の場合、合算されます。（入院・通院も合算） 

④月ごとの自己負担累積額は、医療機関で「自己負担限度額管理手帳」（黄色い手帳）に記載し、

管理することになります。受給者証と自己負担限度額管理手帳は毎回忘れずに提示してください。 

 

 

 

 

 

⑤「高額療養費」に相当する金額は、御加入の医療保険から支給されます。請求方法や金額の詳細

については、医療保険者にお問合せください。 

     【ご注意】使用済の自己負担限度額管理手帳は保管しておいてください。 

      自己負担限度額管理手帳に記載されている医療費は、次回の更新申請等で確認します。 

上限額に達した後や、他の制度（重度心身障害者医療給付制度、生活保護等）の併用により、

自己負担が発生しない場合でも、必ず自己負担限度額管理手帳に記入してもらうようにして 

ください。 

 

介護保険サービスの 

うち、医師・看護師等

の医療従事者が携わる

サービス（医療保険 

でも同様のサービスが

あるもの 

 

     【ご注意】 
     受給者証の利用は、都道府県が指定した指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護ステー

ション）で行われた内容に限られます。 

     指定医療機関は、各都道府県のホームページに掲載されています。 

     新規・更新支給認定申請書に記載しなかった医療機関でも、都道府県の指定を受けている医療

機関では、受給者証を使うことができます。次回の更新申請の際に申請書に記載してください。 

◆左記は特定医療費の助成対象にはなりませんが、 

別の制度の対象となる場合もあります。 

○医療費のうち保険診療のもの 

⇒高額療養費や確定申告による医療費控除 

○介護保険の費用 

⇒高額介護合算療養費（P４） 

○交通費・移送費 

⇒確定申告による医療費控除 

○補装具の作成費用（※原則、事前申請 窓口 P９） 

⇒身体障害者手帳による日常生活用具 

○はり、きゅう、あんま、マッサージの費用 

⇒市役所、町役場の高齢者福祉施策等による助成

（助成のない市役所、町役場もあります） 
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★指定難病の自己負担上限額はいくらになるの？ 

下記の表のとおり、自己負担上限額が決められています。 

 

下記の場合は、お手続きが必要です。 申請書類の提出先は、千葉県難病助成事務センターです。 

★申請した内容に変更が生じた！ 

①認定を受けている疾患を追加及び変更したい 

②人工呼吸器等装着者や「高額かつ長期」※に該当になった  (※Ｐ３参照) 

③受給者証に記載された内容に変更が生じた 

・受診者または保護者（未成年の受給者の方のみ）の氏名  

・受診者または保護者（未成年の受給者の方のみ）の住所  

※成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・栄町・酒々井町以外への転居の場合は、 

転居先での手続きとなります。 

・加入する保険（加入する保険に変更はなく、記号番号のみの変更も含まれます） 

 

 

 

 

★受給者証を紛失・汚損・破損してしまった！ 

再発行申請の手続きをしてください。再発行までには、概ね 1～２か月程度かかります。 

 

★受給者の資格がなくなった！ 

下記に該当する場合には受給資格が無くなるので、千葉県難病助成事務センターへご連絡ください。 

①千葉市や千葉県外に住所を移した  

②指定難病の患者でなくなった（治癒した）  

③死亡した 

  

階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合：2 割（1 割の人は 1 割のまま） 

自己負担上限額（外来＋入院） 

一般 高額かつ長期 
人工呼吸器等

装着者 

生活保護 － 0 0 0 

低所得Ⅰ 市町村民税 

非課税 

（世帯） 

本人年収 
～80 万円９千円 

2,500 

1,000 

低所得Ⅱ 
本人年収 

80 万円９千円超～ 
5,000 

一般所得Ⅰ 
市町村民税課税 

7.1 万円未満 
10,000 5,000 

一般所得Ⅱ 
市町村民税課税 

7.1 万円以上 
20,000 10,000 

上位所得 
市町村民税課税 

25.1 万円以上 
30,000 20,000 

入院時の食費 全額自己負担 

【ご案内】 
保険変更に伴い医療保険単位での世帯員が変わる場合や、支給認定を受けた時点と比べて所得状況に変更が

あった場合は、自己負担限度額が変更となる可能性があります。（所得状況に変更があっても、必ず自己負担

限度額が変更されるわけではありません。詳しくは千葉県難病助成事務センターへご相談ください。） 

 

 

 

 

※各申請に必要な書類は、 

千葉県ホームページ「指定難病医療費助成

制度の変更等の手続」をご確認ください。 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/modify.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/modify.html
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★自己負担上限額を下げることはできないの？ 

⇒以下の３つの方法があります。（条件を満たした時点で、随時申請ができます。） 

 申請に必要な書類には、千葉県ホームページ「指定難病医療費助成制度の変更等の手続」を 

ご確認ください。 

１．世帯内按分 
同じ世帯（住民票上の世帯ではなく医療保険上の世帯）に、指定難病もしくは小児慢性特定疾病

の医療費助成を受けている方がいる場合は、自己負担額を按分する制度です。 

２．人工呼吸器等装着者・・・審査後、申請日の翌月 1 日より自己負担上限額が変更されます 

◆人工呼吸器使用の場合…継続して常時生命維持管理装置を装着する必要があり、かつ日常生活が 

著しく制限されていること。具体的には下記１から３までの要件を全て満たしていること。 

１．離脱の見込みがない 

２．一日中施行している 

３．臨床調査個人票の生活状況の各項目において、いずれも「部分介助」または「全介助」である 

◆体外式補助人工心臓の場合…体外式補助人工心臓(ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰではない)を使用していること。 

３．高額かつ長期・・・申請日の翌月 1 日より自己負担上限額が変更されます 

高額な医療費を長期にわたり負担している方の自己負担上限額を下げる制度です。 

下記１、２の両方を満たす場合、自己負担上限額が変更になります。 
１．受給者証に記載されている階層区分が「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」または「上位」である。 

２．指定難病または小児慢性特定疾病に係る医療費の総額(10 割分)が５万円を超える月が、「高額

かつ長期」の申請をする月を含む直近の 12 か月間（ただし、指定難病または小児慢性特定疾

病の受給期間に限る）に６か月以上ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご注意】 
「人工呼吸器等装着者」や「高額かつ長期」の申請をした方の自己負担限度額は、申請をした翌月の 1 日
から変更されます。受給者証が届くまでに発生した差額は、療養費として請求することができますので、
領収書をなくさずに保管しておいてください。 

自己負担限度額管理手帳の黒枠部分の合計額が 5 万円

を超えている月が 6 回以上ある。 
 

※医療費総額確認のため、受診の際には受給者証と 

自己負担限度額管理手帳を毎回忘れずに提示し、 

自己負担限度額を超えた後も、医療費総額を記載して

もらってください。 
 

※自己負担限度額管理手帳に記載不足がある場合や、

受給者証が届くまでの月の医療費に関しては、領収書

のコピーで証明することも可能です。 

【例】令和７年８月に 

高額かつ長期の申請をする場合 

⇒ 令和６年９月～ 

令和７年８月までの期間の 

総医療費を確認 

※ただし、受給期間内が対象と

なります。 
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２．療養生活に役立つサービスを使いたい！ 

★介護保険（申請窓口：地域包括支援センター…P10） 

 訪問介護や、福祉用具貸与など日常生活に役立つサービスが受けられます。 

 なお、介護保険サービスを利用するにあたっては、お住まいの市役所、町役場に要介護認定の申

請をする必要があります。市や町の窓口やお近くの地域包括支援センターにご相談ください。 

対象年齢 要 件 等 

65歳以上の方 原因を問わず要支援・要介護状態となった場合 

 

 

 

 

 

40～64歳の方 

下記の病気※が原因で要支援・要介護状態になった場合 

※特定疾病16種類 

1 筋萎縮性側索硬化症 2 後縦靭帯骨化症 3 骨折を伴う骨粗鬆症  

4 多系統萎縮症 5 初老期における認知症 6 脊髄小脳変性症  

7 脊柱管狭窄症 8 早老症  

9 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症  

10 脳血管疾患  11 パーキンソン病関連疾患 12 閉塞性動脈硬化症 

13 関節リウマチ 14 慢性閉塞性肺疾患  

15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  

16 がん末期 （医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。） 

  

 

 

 

 

 

 

★障害福祉サービス（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

対象となる疾患の方（3７６疾患※指定難病の対象疾患全てが含まれます。）は、身体障害者手帳の所持

の有無に関わらず、市役所・町役場の認定を受けた上で、必要と認められた障害福祉サービス等の

受給が可能となります。『「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービス等』で検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【障害福祉サービスと介護保険サービス、何が違うの？】 
介護保険サービスが優先利用されますが、障害福祉サービスには介護保険にはない、固有のサービス 

（行動援護、同行援護、就労移行支援）があります。 

また、人工呼吸器装着者など手厚い介護が必要な場合に、介護保険と障害福祉サービスの重度訪問介護を

組み合わせて利用されている方や、介護保険対象外の若年者も利用可能です。市役所、町役場を窓口として

重度障害者用意思伝達装置、歩行器などの補装具や、特殊マット等日常生活用具の助成も利用できます。 

 

【ご存知ですか「高額医療・高額介護合算制度」】 

 医療と介護の両サービスを利用している世帯（医療保険上の世帯）で、それぞれの支給制度を利用しても、

年間の自己負担額の合計が高額になる場合に、所得に応じて定められた上限額を超えた分について、さらに

支給を受けられる制度です。 

医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象です。詳しくは医療保険者にご確認ください。 
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★在宅人工呼吸器使用患者支援事業 

在宅で人工呼吸器をつけた難病患者の方に対し、診療報酬で請求できる３回（１日あたり）を 

超えて訪問看護を実施することで、在宅において適切な医療の確保を図ります。 

① 申請窓口 
印旛保健所（対象者、申請書類等詳細はお問い合わせください。） 

②その他 
本事業は、一人の患者さんに対し、通常よりも多く訪問看護を実施するものであることから、 

本事業の適用を希望される場合は、実施主体である訪問看護ステーションや当保健所等関係機関と
十分に協議のうえ、申請されますようお願いします。 

 

★在宅難病患者一時入院等事業（レスパイト事業） 

ご家族等介護者の療養や休息等により、難病患者さんの在宅での介護が困難な場合に、患者さん

が一時的に入院（20 日以内）できる病床の確保、及び訪問看護師を自宅に派遣することにより、

患者さんの安定した療養生活を確保するとともに、その介護者の福祉の向上を図ることを目的と 

しています。 

① ご利用要件、利用施設等詳細については、県ホームページで御確認ください。 

② ご利用を希望される場合は、印旛保健所にご相談ください。               
なお、成田市、富里市在住の方は成田支所に御相談ください。 

 

★登録者証 
令和６年４月１日より、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県

等が患者の申請に基づき、指定難病に罹患していることなどを証明する「登録者証」制度が創設さ

れました。障害サービス受給申請時に指定難病患者かどうかをマイナンバー連携により確認した

り、ハローワークなどに対し、難病患者であることの証明として利用することができます。 

  
原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。 

詳細は、難病患者さまとご家族向け支援ガイドブックをご覧ください。また、市町(福祉部門)・

障害サービスでの利用については、お住まいの市町へご確認ください。 

 

★ヘルプマーク／ちば障害者等用駐車区画利用証制度 
県では、『障害等により支援や配慮を必要としていることが、外見からは

分からない方』が、周囲の人に支援等を必要としていることを知らせるため

のストラップ型ヘルプマークを作成しました。各市役所、町役場、印旛保健

所窓口で、対象者の方へ配布しています。 

ちば障害者等用駐車区画利用証制度は、障害者等用駐車区画を必要とする

障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人などに利用証を交付する制度

です。各市町における障害福祉サービスの窓口で交付可能です。         

千葉県 

難病患者さまと 

ご家族向け 

支援ガイドブック 

 
利用証 

千葉県 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/ichijinyuin.html
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf
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３．医療費や税金の減免や助成を受けたい！ 

★難病見舞金等の支給（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

難病患者さんにお見舞金の支給を行っている市町があります。 

（四街道市、白井市は実施していません。八街市は令和8年12月31日で終了します。） 
 
★身体障害者手帳の交付（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

身体に障害のある方に交付されるもので、これを受けることにより自立支援医療や税の減免、 

公共交通機関運賃の割引などの各種制度の利用ができます。 

★重度心身障害者(児)医療費の助成（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

重度の身体障害者の経済的負担を軽くするため、医療費（保険対象の自己負担分）の助成を行う

ものです。 

 

 

 

 

 

 

★特別障害者手当等の支給（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

在宅の重度障害者であって、さらに日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に 

対し、特別障害者手当（又は障害児福祉手当）を支給します。 

 なお、支給要件として、障害の状況の他に本人や扶養義務者の所得に制限があり、施設へ入居し

たときや病院へ3か月以上入院したときは対象外となります。 

※20歳未満の場合、養育する父母に特別児童扶養手当が支給される場合もあります。(支給要件有り) 

★在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

 在宅重度知的障害者（療育手帳の程度が○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、又はAの2と判定され

た満20歳以上の在宅の方や障害者相談センターで重度と判定された方）、ねたきり身体障害者（自

宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに人手を必

要とする20歳以上65歳未満の方）、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。 

なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付（年度通算7日以内のショートステイ

の利用を除く。）を受給している場合は除きます。 

★心身障害者扶養年金（申請窓口：市役所、町役場…P9） 

 心身に障害があるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中毎月一定

の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する

制度です。県内に居住する65歳未満の方で、次に掲げるいずれかに該当する方を扶養しているこ

とが必要です。 

①身体障害者手帳1級から3級までの所持者  

②療育手帳所持者  

③精神または身体に永続的な障害のある方（精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友

病など）で、その障害の程度が上記1又は2と同程度とみとめられる者 

 

     【重度心身障害者（児）医療費助成受給券と 

特定医療費（指定難病）受給者証 両方をお持ちの方へ】 
      難病に関する医療を受ける場合、両方の助成を併用して利用することができます。 

（難病の総医療費の 2 割（一部の方は 1 割）が指定難病の自己負担上限額に達した時点で、

重度心身医療の自己負担金が０円になります。） 

受診時は、両方の受給券・受給者証を医療機関にご提示ください。 

 

対象、手続きの方法等、詳細については、 

お住まいの各市町にお問い合わせ 

ください。 
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★千葉ヘルス財団 在宅人工呼吸器療養者支援事業 

(申請窓口：千葉ヘルス財団 ０４３－２２３－２６６３) 

人工呼吸器を装着して在宅で療養する患者さんが、吸引器・吸入器・パルスオキ

シメーターを購入する場合に、その経費を補助しています。 

また、人工呼吸器を装着して在宅で療養する難病患者さんを対象として、練習用

に意思伝達装置の貸し出しを実施しています。 

★傷病手当金（申請窓口：保険者） 

 被用者保険にご加入の方が病気やけがのために、会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられ

ない場合に、最長１年６ヵ月支給されます。詳しくは、ご加入の保険者にご確認ください。 

★障害年金（申請窓口：年金事務所） 

 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の

方も含めて受け取ることができる年金です。年金の納付状況や障害の状態など条件を

満たした方が対象となります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。 

《ねんきんダイヤル》年金の一般的なお問い合わせ 

☎0５７０―０５－１１６５ 

（月曜日８：３０～１９：００ 火～金曜日８：３０～１７：１５ 第 2 土曜日９：３０～１６：００） 

《窓口相談》対面の相談をご希望の方は、予約相談をご利用ください。 

◆インターネットからの予約  日本年金機構ホームページをご覧ください。 

◆予約受付専用電話からの予約 ☎0５７０―０５－４８９０ （月～金曜日８：３０～１７：１５） 

《お近くの年金事務所》  個人の相談は、全国どこの年金事務所でも受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★携帯電話の基本使用料等の割引（申請窓口：加入携帯電話会社） 

特定医療費（指定難病）受給者証を提示することにより、携帯電話の基本使用料等が

割引されます。サービス内容は各会社によって異なります。現在契約されているプラン

の方がお得な場合もあるようです。現在のプランと割引内容をシミュレーションする

などして比較をされた上でお申し込みいただくことをお勧めします。 

 

★各施設の利用料等の割引（利用施設に直接お問い合わせください。） 

特定医療費（指定難病）受給者証を提示することにより、ごく一部ですが、 

博物館や美術館等の入館料・利用料等が割引されることがあります。 

施設を利用される際に、施設に直接お問い合わせください。 

 

佐原年金事務所 

 

〒287-8585  

香取市佐原ロ2116-1 
☎0478-54-1442 

ねんきんサテライト

成田（佐原年金事務所

成田分室） 

〒286-0033  

成田市花崎町828-11 スカイタウン成田2階 ☎0476-24-5715 

幕張年金事務所 
〒262-8501 

千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 
☎043-212-8621 

船橋年金事務所 
〒273-8577  

船橋市市場4-16-1 
☎047-424-8811 

 
日本年金機構 

 
千葉ヘルス財団 

 

 

 

難病 施設 割引 検索 

https://www.nenkin.go.jp/
https://www.chiba-health.or.jp/
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４．仕事と療養を両立させたい！ 

★ハローワークにおける就労支援 

 特定医療費（指定難病）受給者証を所持（※）していれば、障害者手帳がなくてもハローワーク

の専門援助部門（専門の窓口）を活用いただけます。職業紹介・相談のほか、就労に向けた職業訓

練も実施しています。また、雇用保険の基本手当（いわゆる失業給付）の手続き窓口にもなってい

ます。（※相談の内容は、下記チーバくん枠内をご参照ください。） 

ハローワーク千葉 八街市、四街道市 
千葉市美浜区幸町1－1－3  

☎043-242-1181（代表） 

ハローワーク船橋 白井市 
船橋市湊町2-10-17    

☎047-431-8287（代表） 

ハローワーク成田 
成田市、佐倉市、印西市、富里市、

酒々井町、栄町 

成田市加良部3-4-2   

☎0476-27-8609（代表） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★社会保険労務士による就労相談 

 千葉県総合難病相談支援センター（千葉大学医学部附属病院内）では社会保険労務士による就労

相談を行っています。センターに配置されている社会保険労務士が、難病患者さんの就労に関わる

悩み、疑問、相談に対応します。ご希望の方は印旛山武地域難病相談支援センター（成田赤十字病

院内）、印旛保健所（健康福祉センター）にお問い合わせください。 

印旛山武地域難病相談支援センター（成田赤十字病院内）（☎0476-22-2311(代表)） 

印旛保健所（健康福祉センター）（☎043-483-1135） 印旛保健所 成田支所（☎0476-26-7231） 

★ジョブカフェちば 

 15歳から39歳までの若年者(正社員経験の少ない方は44歳まで)を対象に、キャリ

アカウンセラーによる就職相談、応募書類や面接練習等のセミナー、求人情報の提供

等の総合的な就職支援サービスを実施しています。千葉県が運営しており費用はかか

りません。 窓口：船橋市本町1-3-1 フェイスビル９階 ☎047-426-8471 

★地域若者サポートステーション 

 働くことに悩みを抱える 15 歳から４９歳までの若者に、専門のキャリアカウンセラーや 

公認心理士による個別相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業 

への就労体験など、就労に向けた支援を行っています。ホームページで体験プログラム、 

キャリアコンサルタントの出張相談、講演会等の情報が得られます。 

ちば地域若者サポートステーション 千葉市美浜区幕張西4-1-10 
043-351-5531 

(火～土9:00～16:00) 

ちば北総地域若者サポートステーション 成田市不動ヶ岡1113-1 
0476-24-7880 

(月～金10:00～17:00) 

※この他に市川、柏、松戸、船橋、木更津、茂原にもあります。上記 QR コードからご覧ください。 

【ご存知ですか？難病患者就職サポーター】 

 難病患者就職サポーターは、難病に関するハローワークの専門スタッフです。 

難病のある人の就職支援や、難病のある社員の雇用管理に関する相談を行っています。 

 ・難病であることを会社に伝えた方がいいのだろうか？ 

 ・難病であることを隠して働いていたが、うまくいかず離職してしまった。 

 ・難病患者の就労を支援する制度について知りたい。 

 ・難病のある社員の雇用管理には、どんな配慮が必要？ 

このようなお悩みについて、予約制で相談を受け付けています。 

ハローワーク千葉 専門援助部門 

（     043-242-1181 部門コード 43#）★相談は無料です。 

 
厚生労働省 

 
ハローワーク千葉 

 
地域若者サポート 

ステーション 

 
ジョブカフェ千葉 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-hellowork/list/chiba.html
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
https://www.jobcafe-chiba.jp/
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５．困りごとを相談したい！ 

★印旛保健所（印旛健康福祉センター）の難病相談事業 

印旛保健所では、電話、窓口、訪問などで地域の難病患者さんからのご相談を受け付けている他、

不定期で講演会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

★印旛山武地域難病相談支援センター（成田赤十字病院） 

地域で生活する難病患者さんとその御家族等の日常生活における相談・支援、地

域交流活動の促進及び就労支援などを行う拠点施設として、難病患者さん等の療養

上、日常生活上での悩みや不安などの解消を図るとともに、様々なニーズに対応し

たきめ細やかな相談や支援を行っております。 

・電話相談 ☎0476-22-2311(代)（医療福祉相談室) 
受付時間：月～金  9時～16時 

 

★患者会・家族会 
 疾患により、患者会・家族会があります。会報誌の発行、ホームページ等の運営、

医療講演会、相談会等を行い、病気や療養生活の情報提供や仲間としての交流を 

図っています。難病情報センターのホームページや千葉県難病総合支援センターの 

ホームページ、インターネット検索により、「病名 患者会」などで検索してください。 

 

★障害福祉サービスの利用申請、相談窓口 

 市役所や町役場で、身体障害者手帳の発行や、障害福祉サービスなどの申請を受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市町村名 名称 所在地 電話番号 

成田市 成田市役所 障がい者福祉課 成田市花崎町７６０番地 0476-20-1539 

佐倉市 佐倉市役所 障害福祉課 佐倉市海隣寺町９７ 043-484-4164 

四街道市 四街道市役所 障がい者支援課 四街道市鹿渡無番地 043-421-6122 

八街市 八街市役所 障がい福祉課 八街市八街ほ３５－２９ 043-443-1649 

印西市 印西市役所 障がい福祉課 印西市大森２３６４－２ 0476-33-4136 

白井市 白井市役所 障害福祉課 白井市復１１２３番地 047-497-3483          

富里市 富里市役所 社会福祉課 富里市七栄６５２－１ 0476-93-4192 

酒々井町 酒々井町役場 健康福祉課 酒々井町中央台４－１１ 043-496-1171（代）          

栄町 栄町役場 福祉・子ども課 栄町安食台１－２ 0476-33-7707 

     【お困りのことがありましたら、気軽にご連絡ください】 
     ◆佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・酒々井町・栄町に在住の方 

印旛保健所  地域保健課 受付時間：月～金（祝日除く）9 時から 1７時 

☎043（483）1135   住所：佐倉市鏑木仲田町８－１      

     ◆成田市・富里市に在住の方 

       印旛保健所 成田支所  受付時間：月～金（祝日除く）9 時から 1７時 

    ☎0476（26）7231   住所：成田市加良部３－３－１ 

 
印旛山武地域

難病相談支援

センター 

 

難病情報センター 

https://www.narita.jrc.or.jp/department/nanbyosodan/index.html
https://www.nanbyou.or.jp/
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/nanbyo/
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★介護保険制度の利用相談先（地域包括支援センター） 

介護保険の利用相談の他、高齢者の方が住み慣れた街で安心して継続的に生活するための 

総合窓口を担っています。                     （令和 7年 4月 1 日現在） 

市町名 名称 所在地 電話番号 

成田市 

成田市ニュータウン地域包括支援センター 成田市橋賀台 1 丁目 16 番地 3 0476-29-5005 

成田市八生・豊住地域包括支援センター支所 成田市押畑８９６番地４ ０476-20-3655 

成田市遠山地域包括支援センター 成田市本三里塚 226 番地 1 0476-35-6081 

成田市久住・下総地域包括支援センター 成田市猿山 1600 番地 0476-80-7007 

成田市大栄地域包括支援センター支所 成田市松子 413 番地１ 0476-94-5664 

成田市成田・中郷地域包括支援センター 成田市新町 1037 番地 63 0476-23-7151 

成田市公津地域包括支援センター 成田市公津の杜 6 丁目５番地１６ 0476-36-4981 

佐倉市 

志津北部地域包括支援センター 
佐倉市西ユーカリが丘 6-12-3 
イオンタウンユーカリが丘東街区１階 

043-462-9531 

志津南部地域包括支援センター 
佐倉市上志津 1672-7 
志津市民プラザ内１階 

043-460-7700 

臼井・千代田地域包括支援センター 佐倉市王子台 1-23 レイクピアウスイ３階 043-488-3731 

佐倉地域包括支援センター 佐倉市宮前 3-12-1 043-488-5151 

南部地域包括支援センター 
佐倉市大篠塚 1587 
南部地域福祉センターB 棟 1 階 

043-483-5520 

四街道市 

四街道市地域包括支援センター 
四街道市鹿渡無番地  
総合福祉センター分館 

043-420-6070 

四街道市みなみ地域包括支援センター 
四街道市和良比 635-4 
南部総合福祉センター わろうべの里２階 

043-497-5165 

四街道市千代田地域包括支援センター 四街道市池花 2 ｰ 22-4 043-497-2430 

八街市 
八街市地域包括支援センター 八街市八街ほ 35-29  043-443-1207 

八街市北部地域包括支援センター 八街市八街は 3-237  043-488-6393 

印西市 

印西北部地域包括支援センター 印西市大森 2551-4 0476-85-4085 

印西南部地域包括支援センター 
印西市中央南 1-4-3 コスモスパレット 

(中央駅前地域交流館）パレットⅡ内 
0476-37-3120 

船穂地域包括支援センター 印西市草深 924 そうふけふれあいの里内 0476-29-4001 

印旛地域包括支援センター 印西市美瀬 1-25 印旛支所分庁舎内 0476-33-7062 

本埜地域包括支援センター 印西市笠神 2587 本埜支所内 0476-85-4845 

白井市 

白井中央地域包括支援センター 白井市復 1123 保健福祉センター1 階 047-497-3474 

白井駅前地域包括支援センター 白井市堀込 1 丁目 2 番 2 号 047-492-8100 

西白井駅前地域包括支援センター 白井市清水口 1 丁目 2 番 1 号 047-497-5170 

富里市 

富里市地域包括支援センター 富里市七栄 652-1 0476-93-4981 

富里市北部地域包括支援センター 富里市日吉台 4-6-14 0476-36-7725 

富里市中部東地域包括支援センター 富里市七栄 653-２ 0476-29-4110 

富里市中部西地域包括支援センター 富里市七栄 653-２ 0476-92-2776 

富里市南部地域包括支援センター 富里市立沢新田 192-16 0476-90-6331 

酒々井町 酒々井町地域包括支援センター 
印旛郡酒々井町中央台 4-11 

酒々井町役場西庁舎１階 
043-481-6393 

栄町 栄町地域包括支援センター 
印旛郡栄町安食台 1-2  

栄町役場１階西側庁舎 
0476-95-1510 


